
第 5 号様式(第 7条関係) 

 

会議録 

会 議 の 名 称  令和６年度 清須市交通安全推進協議会 

開 催 日 時  令和６年７月１７日（水曜日）午前１０時００分から 

開 催 場 所  清須市役所南館３階 第４会議室 

議 題 

1. 開会 

2. 委員の委嘱について 

3. 交通安全推進協議会会長（市長）あいさつ 

4. 議事 

（1） 令和5年度年度交通安全関連事業報告について 

（2） 令和6年度交通安全関連事業計画について 

（3） 令和5年清須市内の交通事故発生状況について 

5. 閉会 

会 議 資 料 

・会議次第 

・委員名簿 

・令和 5年度年度交通安全関連事業報告について（資料１） 

・令和 6年度交通安全関連事業計画について（資料２） 

・清須市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金 

・清須市交通安全条例抜粋（参考） 

・道路交通法一部改訂のあらまし 

・令和 5年 西枇杷島署管内発生の交通死亡事故 

・特定小型原動機付自転車 

公 開 ・ 非 公 開 の 別 

(非公開の場合はその理由) 
 公開 

傍 聴 人 の 数  ０人 

出 席 委 員 

（ 代 理 出 席 を 含 む ） 

永田会長、荻田委員、圓福委員、星野委員、坂倉委員、 

後藤委員、髙橋委員、山本委員、西尾委員、丹羽委員、 

長谷川委員、石黒委員 

欠 席 委 員 小島委員 

出 席 者 ( 市 ) 岩田総務部長 

事 務 局 

＜総務部総務課＞ 

楢本課長、石黒課長補佐、田中主査 

＜建設部土木課＞ 

村瀬土木課長 



会議の経過 

 

１ 開会 

２ 委員の委嘱について 

●事務局 

お時間となりました。 

それでは、開会に先立ちまして委員の出席状況につきましてご報告いたします。 

本日は、過半数の委員の方が出席されております。従いまして「清須市交通安全推進

協議会に関する規則」第６条第２項の規定により、本会議が成立することをご報告い

たします。 

なお、本会議は、清須市附属機関等の会議の公開に関する要綱第３条の規定によ

り、公開会議となっておりますのでよろしくお願いいたします。 

また、本日、ご出席の皆様方には「清須市交通安全推進協議会に関する規則」第３

条第５項の規定に基づき、市長より委員の委嘱をいたしております。任期は、令和６

年４月１日から令和７年３月３１日まででございます。委嘱状につきましては、市長

より交付させていただくのが本来でございますが時間の都合上、机上配布とさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。また、委員のご紹介ですが委員名簿の

配布に変えさせていただきますので、併せてよろしくお願いいたします。 

   それでは、開会にあたりまして清須市交通安全推進協議会 会長であります永田市

長からご挨拶申し上げます。 

 

３ 交通安全推進協議会会長（市長）あいさつ 

 

●会 長 

（市長あいさつ） 

 

●事務局 

ありがとうございました。 

それでは次に、本日の資料のご確認をお願いします。 

（資料の種類確認） 

それでは、これより議事に入ります。議事の進行につきましては、会長にお願いを

いたします。 

 

４ 議事 

●会 長 

   それでは規約によりまして、議事進行を務めさせていただきます。 

まず議事（1）「令和 5年度交通安全関連事業報告について」事務局から報告をお

願いします。 

 

●事務局 

（資料 1の説明） 

 

●会 長 

ありがとうございました。 

ただいま議事（1）の報告が終わりました。この事業報告につきまして、ご意見や



ご質問はございませんでしょうか。 

 

●委 員 

交通安全運動事業決算額につきまして、お伺いしたいのですが令和 2 年は 2,021 万

346 円、令和 3年は 1,725 万 4,549 円、これで 300 万円の増でした。 

令和 4 年度は 2,632 万 3,201 円で、これは前年から 900 万円の増でした。令和 5年

度は 1,897 万 4,677 円で、これはマイナス約 700 万円となっておりますけど、このマ

イナスになったという原因につきまして、私としては施設事業、修繕工事と思ってい

ますが、何が減ったのかわかりませんので、詳細をお願いしたいと思います。 

 

●会 長 

はい、ありがとうございます。事務局お願いします。 

 

●事務局 

土木課村瀬です。 

この交通安全運動事業の決算額が減少した主な理由といたしましては、1の（4）

の交通安全施設改修工事が令和 4年度の決算額よりも、846 万 9,670 円減額したため

になります。 

例年の当初予算額は 1,200 万円ですので、令和 4 年度の改修工事が特に多かったた

めでもあります。その理由といたしまして星の宮小学校区の通学路の修繕を行いまし

たのでかなりここの工事費が多くなったものによります。 

以上です。 

 

●会 長 

   ありがとうございます。 

よろしいですか。 

他にご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

 

●会 長 

では他にご意見ございませんので、この「令和 5年度交通安全関連事業報告につい

て」は報告を終わらせていただきたいと思います。 

次に議事（2）「令和 6年度交通安全関連事業計画について」事務局から、説明を

お願いします。 

 

●事務局 

（資料 2の説明） 

 

●会 長 

ありがとうございました。 

ただいま議事（２）の報告が終わりました。この事業報告につきまして、ご意見や

ご質問はございませんでしょうか。 

 

このヘルメットの補助金なのですが、これが始まったのは令和 3年で愛知県の補助

がついております。通常令和 3 年で打ち切りということだったのですが、去年の県と



市の懇談会でヘルメットは非常に申し込みが多いので、続けて欲しいと知事の方に要

望しましたら、令和 5年度も引き続き、予算がついたのですが、来年度どうなるかま

だ分かりません。 

 

●事務局 

7 年度も継続する予定があるということは、漏れ伝わっておりますが、 

確定ではございません。 

 

●会 長 

金額的には、去年の決算では 120 万ほど。県の補助金がなくなると継続も難しくな

りますので、市も補助を打ち切ることになるかと思います。どこの市町村も同じです

が、できれば要望活動を重ねて県に補助金継続をお願いしたいなと思っております。 

他、ご意見ご質問ございませんか。 

では他にご意見もございませんので、議事（2）「令和 6年度交通安全関連事業計

画について」報告を終わらせていただきます。 

次に（3）の「令和 5 年度清須市内交通事故発生状況について」西枇杷島警察署の

交通課長様よろしくお願いします。 

 

●委 員 

（令和 5年清須市内の交通事故発生状況について説明） 

 

●会 長 

どうもありがとうございます。ご意見ご質問ございますか。 

 

●委 員 

市役所の方にお聞きしますが、今年度に入ってから、名古屋市で電動キックボード

によるひき逃げ事故が起きたと思いますが。清須市では現在、電動キックボードの登

録はどのぐらいありますか。 

●事務局 

登録は現在、電動キックボードは 13 台の登録がされております。 

 

●委 員 

これはあまり市内で見たことないけど、やはり名古屋市は多いみたいですね。 

 

●委 員 

実際、もう今年に入って何件か取り締まりもやっております。署の前を走っていく

とか結構います。登録は 13 台ですけど実際ナンバーがついてない、インターネット

で買ったものとなどが相当数います。 

 

●委 員 

以前、新聞に載っていましたが、飲酒運転が多いようですね。 

 

●委 員 

飲酒も捕まっています。キックボードでの飲酒運転が多いです。 

●委 員 



素人目で見れば、免許なしで乗れば絶対事故は増えると思うのですが、どうしても

免許はいらないのですよね。 

 

●委 員 

免許はなしで、ただナンバープレートはすべて付けてとなっております。 

 

●委 員 

青切符は 16 歳以上ですね。 

  

●委 員 

キックボードに関しては 16 歳以上です。 

 

●委 員 

 自転車の方は。 

 

●委 員 

自転車の方も 16歳以上です。14歳 15 歳に関してもし違反した場合は、赤切符に

なります。13 歳などは注意警告で終わるっていう形で今と一緒です。 

16 歳以上だけを青切符という形です。ただ飲酒だとか妨害運転とか厳しいものに関

しては自転車であっても通常通り赤切符になります。 

今後自転車の酒気帯びの啓蒙とかですねそういった形も増えてくるかなと。 

 

●会 長 

自転車の取り締まりは大変ですよね。 

ナンバーがついていないので逃げられたら。 

 

●委 員 

そうですね。 

身分確認がまず、学生だと、学生証とか免許証がない方もいらっしゃるので。 

 

●会 長 

どうもありがとうございます。ご意見ご質問ございますか。 

 

●委 員 

せっかくですので、自転車の飲酒運転についてお聞きしたいのですが、11 月 23 日

から、まさしく車を運転するのと同様の刑であるということと思いますけども、例え

ば、運転免許を持っている人が、自転車で酒気帯び運転をして、検挙されるとなる

と、自動車ですと免停だとか、場合によっては免許取り消しになると思うのですが。 

この自転車の場合も同様になるのでしょうか。 

 

●委 員 

この普通自転車に関しては、免許が必要ございませんので、免許制度に則ってきま

せんので、点数を引かれるとか免許取り消しになるということにはなりません。 

●委 員 

ただやっぱり罰則規定がありますよね。 



3 年間懲役ということですけども、おそらく罰金か呼び出し受けて正式裁判という

ことで、金額を納めなければいけないわけですよね。 

 

●委 員 

そうですね。 

酒気でも 0.15 以上の呼気が出ると、車と一緒の罰則になっておりますので、おそ

らく厳しい罰則になるのでは。 

 

●委 員 

仮に自転車を引いて歩くのは問題ないですか。 

 

●委 員 

引いて歩く分には運転行為にならないので当てはまらないと思います。 

 

 

●委 員 

はい。ありがとうございました。 

 

●会 長 

他に、ご意見ご質問ございませんか。 

では課長さんありがとうございました。 

それでは議事は全て終わりましたが、全体を通して何かご意見ご質問ございます

か。 

よろしいでしょうか。 

 

５ 閉会 

 

●会 長 

委員の皆様引き続き交通事故ゼロに向けてご尽力いただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

長時間にわたりありがとうございました。これをもちまして、令和 6 年度の清須市

交通安全推進協議会を閉会とさせていただきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 

問 い 合 わ せ 先 
総務部総務課 

０５２－４００－２９１１ 

 


